
平成１３年(ワ)第８５５２号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１４年８月２６日
                    判　　　　決
        原　　　　　　告　　　　　　アートフェイク株式会社
        訴訟代理人弁護士　　　　　　森　永　　　茂
        被　　　　　　告　　　　　　ゼット株式会社
        被　　　　　　告　　　　　　株式会社ウエイブコミュニケイション
        被告ら訴訟代理人弁護士　　　本　井　文　夫
        同　　　　　　　　　　　　　伊　藤　　　拓
        同　　　　　　　　　　　　　内　川　治　哉
                    主　　　　文
  １　原告の請求をいずれも棄却する。
  ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                    事実及び理由
第１　請求
    　被告らは、原告に対し、連帯して金３７２４万円及び平成１３年１月１日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
    　本件は、原告が被告らに対し、原告が著作権を有するカタログ用写真は、原
告と被告株式会社ウエイブコミュニケイションとの契約により、単年度のカタログ
に１回使用することのみが許されているにもかかわらず、被告らはこれを複数年度
のカタログに掲載して原告の著作権を侵害したと主張して、損害賠償を請求した事
案である。
  １　争いのない事実等（末尾に証拠の掲記がないものは当事者間に争いがな
い。）
    (1)　原告は、写真撮影業等を目的とする平成８年３月１日に設立された株式会
社であり、原告代表者であり写真家Ａ撮影に係るパンフレット、カタログ掲載用の
写真の提供を行うことを主たる業務としている。
      　被告株式会社ウエイブコミュニケイション（以下「被告ウエイブ」とい
う。）は、印刷業、広告代理業等を目的とする平成４年９月１４日に設立された株
式会社である（記録中の商業登記簿）。
      　被告ゼット株式会社（以下「被告ゼット」という。）は、スポーツ用品の
製造、加工、販売及び輸出入等を目的とする株式会社である（同）。
    (2)　Ａは、平成４年６月ころ、広告代理店である株式会社正栄堂（以下「正栄
堂」という。）から依頼を受けて、被告ゼットのカタログ用写真を撮影するように
なった（以下、Ａが撮影した被告ゼットのカタログ用写真を「本件写真」とい
う。）。被告ウエイブは、平成４年９月１４日に設立された際に、正栄堂が行って
いた被告ゼットのカタログ用写真の撮影を引き継いで、Ａに対しその撮影を依頼す
るようになった（弁論の全趣旨）。
      　そして、原告が設立された平成８年３月１日以降は、Ａに代わり、原告が
本件写真の撮影を受注するようになった。
    (3)　被告ゼットの１９９９年版（平成１１年版）～２００１年版（平成１３年
版）の「ゼットベースボールカタログ」や、その他のカタログである「レプリカユ
ニホームカタログ」、「ユニホームカタログ」、「グランドコートカタログ」（以
下、１９９９年版～２００１年版の上記各カタログを「本件カタログ」という。）
において、それ以前の年度のカタログに掲載された本件写真（同一機会に撮影され
たポーズ違いの写真を含む。）が掲載されている。
      　本件写真の掲載状況は、別表①～③記載のとおりである（ただし、別表①
のNo.４６８、別表②のNo.１７６及びNo.４０７を除く。）。原告は、別表①の
No.４６８、別表②のNo.１７６及びNo.４０７の写真は、それ以前の年度のカタログ
写真の撮影と同一の機会に撮影されたものであると主張し、被告らは、原告の同主
張事実を否認している。
  ２　争点
    (1)　本件写真は著作物性を有するか。
    (2)　本件写真を次年度版以降のカタログに掲載することは原告の著作権を侵害
するか。
    (3)　被告らの不法行為責任
    (4)　損害の発生及び額



第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点(1)（本件写真は著作物性を有するか。）について
    〔原告の主張〕
    　本件写真が著作物性を有することは、その動きのある躍動感あふれる写真か
ら明らかであるが、その著作物性を裏付ける事情として、次のような事実がある。
    (1)　Ａが起用される前の被告ゼットのカタログ用写真のカメラマンは、静止ポ
ーズをとったモデルの撮影を基本としており、被告らの求めにより、モデルを動き
の中でとらえ、よりカメラマンの創作性を前面に出した撮影を試みたが、被告らの
満足する作品とはならなかった。そこで、被告らは、Ａが従前からモデルについて
動きの中で被写体をとらえることに力量豊富であったことから、Ａに撮影を依頼す
るようになった。被告らは、カメラマンは機械的にシャッターを押すだけであるか
のような主張をするが、そうであるならば、プロカメラマンのＡを起用する必要は
ない。
    (2)　被告らは、カタログ写真の撮影はデザイナー及び被告ゼットの担当者が決
定した「絵コンテ」に従って行われ、カメラマンの創作の余地はないと主張する。
      　しかし、撮影に際して、デザイナーや被告ゼットの担当者から示される大
ざっぱなイメージ画（ラフ）が作成されることはあるものの、ラフは、カタログ上
の各写真がどのように割り付けられるかというカタログ全体のバランスに関するこ
と、あるいは文字の印刷位置との関係で生じる被写体の配置の制約をカメラマンに
指示すること、撮影現場で撮影商品の間違いがないようにすることなどの点では重
要であるが、個々の写真については、ラフ自体は大ざっぱなイメージを示すものに
すぎない。
      　Ａは、モデルに指示を出し、常にモデルを動かして、動きの中で自らの裁
量と力量でシャッターチャンスを判断し、まさにフレームの中で創作空間を切り取
るのである。
      　なお、Ａは撮影に際しポラロイド写真（即座に現像焼付けが可能な写真）
での撮影も行うが、それはＡが露出を判断するためのものであって、デザイナーや
被告らの担当者がポラロイド写真を見て、Ａに対して光量調整、被写界深度につい
て指示を出すことはないし、モデルのポーズについても上記のとおりＡがモデルの
動きの中でポーズを捉えるから、ポラロイド写真によりポーズ取りをすることもな
い。
    (3)　被告ゼットのカタログ用にＡが撮影した写真は、グローブ、バット等の商
品単体のみを並べて撮影した写真が多数あり、これがカタログに掲載されている。
こうした写真も、露出、光の当て方など、いかにして商品を魅力的に表現するかと
いったプロカメラマンとしての創造性が認められるが、本件訴訟においては、本件
写真と異なり、空間を創造的に切り取るという側面はやや後退するものとして、本
件訴訟では請求の対象としていない。
    〔被告らの主張〕
    (1)　著作権法によって保護されるべき著作物とは「思想又は感情を創作的に表
現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいう（同
法２条１項１号）。したがって、写真に著作物性が認められるためには、被写体の
選定、撮影の位置・角度・時間の選択、光量の調整などについて撮影者の創意と工
夫が認められなければならない。
    (2)　しかし、本件写真は、いずれも、被告ゼットのベースボール商品（ユニフ
ォーム、ヘルメット、バット等）を紹介・宣伝するための各種カタログに掲載され
る商業用写真であり、どの商品について撮影するかは被告ゼットが選定する。ま
た、本件写真は、ベースボール商品を紹介するためのカタログ用のものであるか
ら、ベースボール商品を忠実に再現することを目的として撮影されるため、そもそ
も撮影者の創意・工夫が入る余地は少ない。
    (3)　実際の撮影手順は、次のア～キ記載のとおりであり、被告ウエイブが雇っ
たデザイナー及び被告ゼットの担当者が、撮影の位置・角度・時間の選択、光量の
調整など、写真撮影の前提条件をすべて決定するため、撮影者であるカメラマンの
創意の入り込む余地はない。
      ア　デザイナー及び被告ゼットの担当者との間で、カタログにおいて継続し
て使用する写真の選定、新規に撮影する写真の被写体となるべき商品、撮影場所、
撮影ポーズ、配置、イメージなどについて決定する。
      イ　デザイナー及び被告ゼットの担当者は、カメラマンに対し、前年度版の
被告ゼットの各種カタログを提示しながら、次年度版のカタログにおいて、どの写



真を継続使用し、どのような写真を新規に撮影するか等について説明を行う。
      ウ　デザイナーは、「絵コンテ」と呼ばれるラフなデッサンを作成し、撮影
する写真のイメージを構築する。
      エ　ユニフォーム等の撮影においてモデルが必要な場合は、モデルオーディ
ションを行い、デザイナー及び被告ゼットの担当者がモデルを決定し、モデル料は
被告ウエイブにおいて負担する。
      オ　撮影に当たっては、被告ゼットから被写体となる商品の提供を受けた
上、撮影場所、背景、イメージ、モデルのポーズ等は、すべてデザイナーが作成し
た絵コンテ及びその指示を基に、被告ゼットの担当者の希望を加味しながら、決定
される。
        　その後、カメラマンは、ポラロイド写真により試し撮りをし、デザイナ
ー及び被告ゼットの担当者は、そのポラロイド写真の写りを確認し、カメラマンに
対し、背景、ポーズの修正、光量の調整などについて指示する。カメラマンは、こ
れらの修正がなされた上で、商品１点につき、複数枚の撮影を行う。
      カ　カメラマンは、撮影終了後、現像したポジフィルムをすべて被告ウエイ
ブに交付し、これによりカメラマンの仕事は完了する。
      キ　デザイナー及び被告ゼットの担当者は、撮影された複数枚のポジフィル
ムの中から、カタログに使用するものを選定し、この選定作業にはカメラマンは一
切関与しない。
    (4)　被告ウエイブが、カタログ用写真の撮影をプロカメラマンに依頼するの
は、商品を忠実に再現するため、商品の特徴を熟知しているデザイナーの指示どお
りに商品を撮影する必要があるからであり、カメラマン自身の独自の創造性、創作
性を要求するからではない。
      　正栄堂が、当初Ａに本件写真の撮影を依頼したのは、Ａが所有するスタジ
オの大きさ、場所的利便性に着目してのことであって、従前起用していたカメラマ
ンの表現力に不満をもっていたからでも、Ａのカメラマンとしての表現力に注目し
たからでもない。
  ２　争点(2)（本件写真を次年度版以降のカタログに掲載することは原告の著作権
を侵害するか。）について
    〔原告の主張〕
    (1)　Ａは、原告が設立される前に撮影した本件写真の著作権を、原告の設立と
同時に原告に譲渡し、また、原告設立以後は、原告の業務として本件写真を撮影
し、その著作権を原告に譲渡している。
    (2)　原告と被告ウェイブとの契約における本件写真のカタログ掲載は、当該年
度の「ゼットベースボールカタログ」に限定されたものであり、次年度版以降の
「ゼットベースボールカタログ」や、その他のカタログである「レプリカユニホー
ムカタログ」、「ユニホームカタログ」、「グランドコートカタログ」（本件カタ
ログ）に本件写真を掲載することは許されないものであった。その理由は以下のと
おりである。
      ア　Ａは、平成４年ころ、被告ウエイブの発注により、被告ゼット及びヒッ
トユニオン株式会社（以下「ヒットユニオン」という。）の２社のためのカタログ
用写真の撮影を手がけるようになったが、その際、被告ウエイブの担当者Ｂとの間
で、撮影写真についてはカタログに１回掲載するのみの使用であることを明確に合
意した。
      イ　Ａは、ヒットユニオンのカタログ写真の撮影について、被告ウエイブか
ら、掲載写真を別途使用したことによる使用料の支払を受けたことがある。さら
に、原告は、被告ゼットによる掲載写真の再使用が発覚した後、見積書の提出に際
しても、１回使用との条件を明記し同条件を前提とする契約申込みを行っている。
      ウ　出版広告等に携わる人の間では、写真の継続反復使用については、極め
て慎重であり、とりわけ、モデルを用いた写真については、モデルの肖像権の問題
とも関連し、業界慣行としても１度限りの使用が常識的である。
      エ　写真撮影に際し、デザイナーがカタログ各ページのラフを作成して、こ
れに基づいて写真撮影を発注し、Ａは、カタログ全体のレイアウト及びレイアウト
に依存する掲載写真の撮影上の制約を考慮して写真撮影を行うのであるから、本件
写真は、当該年度の当該箇所に掲載することを前提として撮影されたものというべ
きである。
    (3)　よって、本件写真を次年度版以降の本件カタログに掲載する行為は、原告
の著作権（複製権）を侵害するものである。



    (4)ア　被告らは、Ａが、無断掲載に関して何ら苦情を述べていないとし、その
ことを理由に、著作権が被告らに帰属する、あるいは複数年度の使用を前提とした
契約であったと主張する。
        　しかし、Ａが、撮影写真が掲載されたカタログを受け取ったのは、撮影
シーズンの半年くらい後であり、ヒットユニオンのカタログでは別途使用料をもら
っていたことから、原告は、写真を無断使用されていたことに気付かずにいた。Ａ
は、平成７年春ころに、Ａの撮影した写真が無断使用されているのを知り、すぐに
被告ウエイブに対して再度の使用を止めるように伝え、その後も、撮影等の機会に
フィルムの返還を含めて要請していた。
        　被告ウエイブは、Ａの申入れに対し何ら対応しなかったことから、原告
は、経理システムにコンピュータを導入したことを契機に、平成８年ころから、請
求書等に著作権についての断りを入れることとした。
        　そして、その後、原告は、平成１０年８月２４日付け書面にて、被告ウ
エイブに対し、無断使用を指摘し、再使用料を請求したのである。
        　したがって、Ａが無断掲載に関して何ら苦情を述べていないことを理由
とする被告らの主張は理由がない。
      イ　被告らは、Ａが撮影した本件写真のポジフィルムをすべて被告ウエイブ
に交付していたと主張するが、同事実は否認する。
        　Ａは、撮影したフィルムの一部を所持している（甲９）のであって、す
べて被告ウエイブに交付したものではない。
    〔被告らの主張〕
    (1)　本件写真が著作物であるとしても、以下の事実関係からすれば、原告と被
告ウエイブとの間で、本件写真の著作権を被告らに対して譲渡することが約されて
いたか、あるいは、少なくとも原告は被告ウエイブが本件写真を被告ゼットの各種
カタログに無償で掲載することを許諾したというべきであるから、本件写真を次年
度版以降の本件カタログに掲載した行為は原告の著作権を侵害するものではない。
      ア(ア)　本件写真は、被告ゼットのベースボール商品の紹介及び販売促進用
の各種カタログに掲載されるために撮影されるものであって、本件写真の被写体
は、同社のベースボール商品であり、本件写真には同社のブランドマークが写され
ているため、原告及び被告ウエイブが、本件写真を被告ゼットが商品の紹介のため
に使用する以外に、他の目的に流用することなどおよそあり得ない。
        (イ)　ベースボール商品は、複数年にわたり継続的に販売されるものであ
るから、本件カタログにおいても、複数年にわたって、同一の商品の写真が掲載さ
れるのが原則である。
          　また、「ゼットベースボールカタログ」は、被告ゼットのベースボー
ル商品の総合カタログであり、グローブ、シューズ、バットを初め、ユニフォー
ム、グランドコートに至るまで、ゼットブランドのほとんどの種類のベースボール
商品に関するカタログであり、「ユニホームカタログ」及び「グランドコートカタ
ログ」は、「ゼットベースボールカタログ」のうち、ユニフォームを紹介した部分
及びグランドコートを紹介した部分を抜粋して作成している分冊である。「レプリ
カユニホームカタログ」は、「ゼットベースボールカタログ」のうち、レプリカユ
ニフォームを紹介した部分を一部編集して作成した分冊である。
          　原告は、このような被告ゼットの各種カタログに掲載される写真の撮
影であることを前提として本件写真の撮影を請け負ったものというべきである。
      イ　被告ウエイブと原告との間の請負契約においては、本件写真の撮影が終
了した後、その撮影に係るポジフィルムをすべて被告ウエイブに引き渡すことまで
もがその内容になっていた。また、現在に至るまで、原告が、被告ウエイブに対
し、引き渡したポジフィルムの返還請求を行ったことはない。
      ウ　被告ウエイブは、原告に対し、本件写真の撮影料として、商品１点の撮
影につき、金１万円～５万円を支払った。また、撮影にかかるその他の費用（スタ
ジオ代、交通費、出張費、アシスタント費、材料費等）の一切は、別途、被告ウエ
イブから原告に対し支払っている。しかも、本件写真は、被告ゼットのベースボー
ル商品の紹介のために撮影される商業用写真にすぎず、撮影は、デザイナー及び被
告ゼットの担当者の主導のもとで行われ、撮影者であるＡは、創意・工夫が必要と
されるものではなく、その負担は極めて軽い。
        　このように、Ａの負担が軽いにもかかわらず、被告ウエイブが極めて高
額な撮影料を支払ってきた理由は、本件写真の著作権を被告ウエイブにおいて買い
取ることが撮影料設定の前提条件となっていたからに他ならない。



      エ(ア)　Ａないし原告は、平成４年から平成１０年まで、本件カタログ用の
写真撮影を請け負っていたが、Ａは、自ら撮影した写真が継続使用されることがあ
り得ることを承知していた。
          　しかも、Ａは、平成４年に初めて本件カタログ用の写真撮影の依頼を
受けた際、以前のカメラマンが撮影した写真で継続使用する写真、新たにＡに撮影
を依頼する写真などについて説明を受けている。さらに、平成６年度版のカタログ
作成のためのミーティングに際しては、Ａが自ら撮影した写真が一部掲載されてい
る平成５年度版の各種カタログを参照しながら、どの写真を継続して掲載し、どの
写真については新規に撮影するかということをデザイナー等から説明を受けてい
る。
          　また、被告Ａは、できあがった各種カタログを受け取っているから、
自ら撮影した写真が継続使用されていることを毎年確認していたはずである。それ
にもかかわらず、Ａは、継続使用されている写真について別途使用料を請求すると
か、被告ウエイブに交付済みのポジフィルムの使用は１回だけであるとの苦情を申
し入れたことはない。
        (イ)　Ａは、平成１０年夏ころ、被告ウエイブ代表者に対し、本件カタロ
グ用の写真に関し、継続使用しているものは、今後別途使用料をもらいたい旨の申
入れをした。その際、原告は平成８年ころから請求書にその旨の記載をしたと主張
した。
          　被告ウエイブは、このような請求をするのであれば、契約書を作成
し、条件を明確にした上で、仕事を発注しなければならないと述べたところ、Ａは
「請求書に記載しているとおり、あくまで『原則として』という話であり、例外も
ありますよ。」等と答え、使用料の話を止めた。それ以降、Ａは、本件訴訟の提起
に至るまで、継続使用についての苦情を申し入れたことはない。
    (2)　原告の主張に対し、次のとおり反論する。
      ア　原告の主張(2)アの事実について
        　Ａが、被告ゼットのカタログ写真の撮影を手がけるようになった際、Ｂ
との間で、撮影写真についてはカタログに１回掲載するのみの使用であることを明
確に合意したとの原告主張事実は否認する。
      イ　同イの事実について
        　被告ウエイブは、ヒットユニオンのカタログに掲載した写真を別途使用
したことによる使用料を支払ったことはない。なお、被告ウエイブは、ヒットユニ
オンの総合カタログを制作した後、同総合カタログからテニスウエアのカタログ部
分のみを抜粋した分冊を制作した際、原告に対し撮影料を支払っているが、それ
は、原告に対し、同分冊に掲載するための写真を新たに撮影することを依頼したた
めである。
      ウ　同ウの事実について
        　原告が被告ウエイブに対し、平成８年１１月分以降の請求書別紙明細書
の下部に「著作件（ママ）についてのお願い」などの文言が挿入されていた事実は
認めるが、その文言が極めて小さい文字でなされていたにすぎず、原告からその記
載に関する説明が一切なされなかったため、被告らは、平成１０年夏ころ、Ａから
指摘を受けるまで全く気付かなかった。
      エ　同エの事実について
        　現在、一般的に著作権の権利性が高まっているとしても、原告が請求す
るように写真の継続使用に際して別途使用料を請求することは、業界において一般
的なことではない。
        　また、仮にモデルの肖像権の関係で、モデル写真が１度しか使用できな
いものであったとしても、肖像権がカメラマンにあるわけではないから、写真を撮
影したＡないし原告との関係で、本件写真が１度しか使用できないことになるもの
ではない。本件訴訟が提起された後、被告ウエイブにおいて、本件カタログ制作の
ため現在利用している海外のモデルクラブに確認したところ、本件写真をカタログ
に継続使用することに関して、モデルの肖像権との関係で問題がない旨の回答を得
ている。
      オ　同オの事実について
        　原告は、デザイナーが作成したカタログ各ページのラフを基にして写真
撮影を発注することから、各発注写真は当該年度の当該箇所に掲載することを前提
として撮影されたものであると主張するが、Ａの撮影した写真が掲載された前年度
のカタログのあるページが、そのままのレイアウトで翌年度のカタログに継続使用



されるというのが通常であって、Ａはこうした継続使用の事実を認識しながら請け
負っていたのであるから、原告の同主張は理由がない。
  ３　争点(3)（被告らの不法行為責任）について
    〔原告の主張〕
    (1)　被告ウエイブは、被告ゼットから請け負って本件カタログを制作し、その
際、原告に無断で本件写真を次年度版以降の本件カタログに掲載し、原告の著作権
（複製権）を侵害した。
      　また、被告ゼットは、遅くとも平成１０年８月ないし平成１１年春先ころ
までの間に、被告ウエイブが原告に無断で本件写真の掲載を行っていたことを認識
し、それ以降も本件カタログの頒布をしたから、被告ゼットは原告の著作権侵害に
ついて、故意又は少なくとも過失がある。
      　したがって、被告ウエイブ及び被告ゼットは、本件カタログ（１９９９年
版（平成１１年版）以降のもの）の無断掲載行為について共同不法行為責任を負
う。
    (2)　仮に、被告ウエイブが独自に判断して本件写真を本件カタログに掲載し、
本件写真の無断使用についての被告ゼットの関与が共同不法行為を形成するに足る
程度のものでなかったとしても、被告ゼットは、本件写真の無断使用について認識
した後も、こうした情を知りながら被告ウエイブ制作の本件カタログを頒布したの
であるから、被告ゼットの同頒布行為は著作権侵害行為とみなされる（著作権法１
１３条１項２号）。
    〔被告らの主張〕
    (1)　原告の主張事実は否認する。
    (2)　被告ゼットは、原告と被告ウエイブ間の本件カタログに関するやり取りな
ど詳細に知る由もない。
      　また、原告は、被告ゼットの本件カタログの頒布行為が著作権法１１３条
１項２号に当たるとも主張するが、同号にいう「情を知って」とは、少なくとも公
権的判断でその物が著作権を侵害する行為によって作成された物である旨の判断を
知ることが必要と解すべきところ、本件においては、原告の著作権を侵害する行為
によってカタログが作成されたものである旨の公権的判断はなされていない。
  ４　争点(4)（損害の発生及び額）について
    〔原告の主張〕
    　被告らは、１９９９年版（平成１１年版）～２００１年版（平成１３年版）
の「ゼットベースボールカタログ」や、その他のカタログである「レプリカユニホ
ームカタログ」、「ユニホームカタログ」、「グランドコートカタログ」におい
て、原告が著作権を有する少なくとも１３３０点の写真が無断掲載された。
    　カタログ用写真の１回限りのレンタル料は１カット当たり２万８０００円を
下らないから、原告が被告らの上記無断掲載によって被った損害は、３７２４万円
となる。
    〔被告らの主張〕
    　原告の主張事実は否認する。
第４　争点に対する判断
  １　争点(1)（本件写真は著作物性を有するか。）について
    (1)　写真は、誰でもカメラで撮影すれば、現像、焼付等の処理を経ることによ
り被写体を写し取った写真が出来上がるものであるから、カメラという機械に依存
するところが大きく、撮影者の創作性が発揮される部分が小さい。しかし、写真が
カメラの機械的作用に依存するところが大きいとしても、被写体の選定、露光の調
節、構図の設定、シャッターチャンスの捉え方、その他の撮影方法において、撮影
者の個性が現れた創作的表現が認められれば、著作物として保護されるものという
べきである（著作権法１０条１項８号）。
    (2)　本件写真は、被告ゼットが製造、販売するバット、グローブ、ヘルメッ
ト、ユニフォーム等のベースボール用品を掲載したユーザー向け商品のカタログ用
に撮影された写真であるから、まず、当該商品の形状、色彩等を忠実に再現するこ
とが要求されているといえる。
      　しかしながら、証拠（乙１の１の１～８、乙１の２の１･２、乙１の３の１
～３）によれば、本件写真は、ただ単に商品の形状、色彩を忠実に写したものでは
なく、プロ野球選手やモデルにユニフォームを着用させ、屋外やスタジオ内でさま
ざまなポーズを取らせて撮影したことにより、モデルのポーズと相まって商品の持
つ躍動感、力強さが表現されているものや、バット、グローブ等を撮影したもので



も、商品の配置、構図の設定、照明等に工夫をこらしたことにより、その商品の質
感、高級感が表現され、消費者に対しその存在感をアピールするものになっている
ことが認められる。
    (3)　証拠（甲６、乙３の１～３、乙７～１１、証人Ｃ、原告代表者、被告ウエ
イブ代表者）によれば、本件写真の撮影手順は次のようなものと認められる。
      ア　被告ゼットの担当者は、本件カタログの発行年度の前年の４月から５月
ころまでの間に、これから制作する次年度版カタログの頁ごとに、掲載予定の商品
の番号、前年度のカタログでの掲載頁、写真の配置、構成等を記載した「サムネイ
ル」と呼ばれる書面を作成する。その際、新商品等の新たな写真の掲載を希望する
時には「新撮」、既にその商品の写真が存在するが再撮影を希望する場合には「再
撮」と記載する。
      イ　その後、被告ゼットの担当者と被告ウエイブが雇ったデザイナーが、５
月から７月ころにかけて、頻繁に打合せをし、次年度版カタログの各頁に掲載する
写真について、どういう絵柄の写真を掲載するのかということのみならず、撮影方
向、角度、影の有無、影の方向、背景、ロケ地、モデルのポーズ、カメラアングル
等に至るまで決定する。
        　また、被告ゼットが掲載を希望する写真のイメージの把握が難しい場合
には、デザイナーが写真のイメージを絵と短い文章で表現した「絵コンテ」を作成
する。このイメージ画はいわゆるラフスケッチであり、人物の大まかなポーズが示
されているものである。
      ウ　上記のようにして７月ころまでに次年度版カタログの具体的な企画・構
想を固め、デザイナー、被告ゼットの担当者は、カメラマンであるＡと打合せを行
い、Ａに対し、掲載写真のイメージを伝え、具体的な指示を出す。この指示事項
は、例えば、スタジオ撮影の場合には、商品の背景を何にするか、写真に影を付け
るのか、影はどの方向に付けるのかなどについて、ロケ撮影の場合には、レンズの
種類等、具体的な内容に及ぶ。
        　なお、ユニフォーム等の撮影においてモデルが必要な場合は、モデルオ
ーディションを行い、デザイナー及び被告ゼットの担当者が協議の上モデルを決定
する。
      エ　実際の撮影においては、被告ゼットの担当者、デザイナー及びＡが打合
せをした上で、Ａがポラロイド写真で試し撮りをする。デザイナー及び被告ゼット
の担当者は、ポラロイド写真を見ながら、Ａに対し、背景、ポーズの修正、光量の
調整等について修正事項を指示することもある。
        　しかし、撮影される写真は、必ずしも絵コンテに描かれた絵と細部に至
るまで同一になるものではなく、特に、モデルを用いる撮影の場合、Ａは、モデル
の感情的な表情、しぐさ等を表現するため、モデルに対し、例えば「今から練習に
行くシーンだ」、「すごく楽しいんだ」、「仲間と集まっているんだ」などと説明
し、モデルの動きを細かく指示しながらシャッターチャンスをつかんで撮影する。
    (4)　上記の事実によれば、本件写真は、デザイナー及び被告ゼットの担当者
が、撮影方向、角度、影の有無、影の方向、背景、ロケ地、モデルのポーズ等に至
るまで予め決定し、カメラマンであるＡがそれらの指示に従って撮影したものであ
る。しかし、絵コンテ（乙３）と本件写真の表現には相違があり、絵コンテのラフ
スケッチと比べて本件写真に現れた躍動感が顕著であることを考慮すれば、デザイ
ナー及び被告ゼットの担当者が決定した内容に従って撮影すれば、本件写真が自動
的に出来上がるわけではなく（そうであれば、プロカメラマンであるＡに撮影を依
頼する理由はない。）、Ａが、上記の指示内容を前提に、さらに具体的な撮影方
向、角度、光量の調整を決定し、また、モデルの感情を引き出すべく、想定してい
る状況や動きを指示し、シャッターチャンスをつかむのであり、そうしたＡの創作
性は、本件写真の躍動感、力強さ、商品の質感、高級感、存在感等に現れているも
のというべきである。
      　したがって、本件写真は、Ａが創作的に表現した写真の著作物（著作権法
１０条１項８号）に当たるというべきである。
  ２　争点(2)（本件写真を次年度版以降のカタログに掲載することは原告の著作権
を侵害するか。）について
    (1)　証拠（甲６、乙１の１の１～８、乙１の２の１･２、乙１の３の１～３、
乙３の１～３、乙７～１１、証人Ｃ、原告代表者、被告ウエイブ代表者Ｄ）及び弁
論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
      ア(ア)　「ゼットベースボールカタログ」は、被告ゼットのベースボール商



品の総合カタログであり、「ユニホームカタログ」及び「グランドコートカタロ
グ」は、「ゼットベースボールカタログ」のうち、ユニフォームを紹介した部分及
びグランドコートを紹介した部分を抜粋して作成している分冊、「レプリカユニホ
ームカタログ」は、「ゼットベースボールカタログ」のうち、レプリカユニフォー
ムを紹介した部分を一部編集して作成した分冊である。
        (イ)　Ｄは、被告ウエイブが設立された平成４年９月１４日以前は、株式
会社正栄堂の社員であったが、平成４年ころ、Ａに対し、被告ゼットのカタログ用
写真の撮影を依頼した。
          　平成４年９月１４日、被告ウエイブが設立され、Ｄがその代表取締役
になったが、それまで正栄堂が被告ゼットから依頼を受けてＡに発注していた、カ
タログ用写真の撮影業務を被告ウエイブが承継し、従前どおりＤがその業務遂行を
担当した。
        (ウ)　Ａは、上記のとおり依頼を受けて、被告ゼットのために１９９７年
版（平成５年版）から１９９８年版（平成１０年版）のカタログ用写真を撮影した
が、その撮影に先立つ打合せの際には、上記１(3)イ記載のとおり、デザイナー及び
被告ゼットの担当者から、次年度版カタログの頁ごとに、掲載予定の商品の番号、
前年度のカタログでの掲載頁、写真の配置、構成等を記載した「サムネイル」を示
されて説明を受けた。
        (エ)　Ａは、本件写真の撮影に際して、ポラロイド写真のほか、テスト用
写真を撮影し、実際にカタログに掲載する写真は、通常１商品につき１ロール（３
５㎜、３６枚）のポジフィルムを用いて撮影していた。Ａは、撮影後、ポラロイド
写真及びテスト用写真のフィルムは自ら保管していたものの、カタログに掲載する
ポジフィルム（３５㎜）は、すべて被告ウエイブに渡していた。
        (オ)　被告ゼットのカタログが完成すると、被告ウエイブないし被告ゼッ
トは、これをＡに交付していた。
        (カ)　上記(ア)ないし(オ)によれば、Ａは、被告ウエイブから撮影依頼を
受けた当初から、カタログには前に撮影した写真が複数回使用されることがあるこ
とを認識していたこと、Ａは、当初からカタログ掲載用のポジフィルムをすべて被
告ウエイブに渡し、カタログ完成後も写真の管理、使用を被告らに委ねていたこと
が推認される。
      イ　原告が、被告ウエイブないし被告ゼットに対し、本件写真を次年度版以
降のカタログに掲載したことに関し、別途の料金を請求するに至った経緯は、次の
とおりである。
        (ア)　Ａは、原告が設立される前に撮影した本件写真の著作権を、原告の
設立（平成８年３月１日）と同時に原告に譲渡し、また、原告設立以後は、原告の
業務として本件写真を撮影し、その著作権を原告に譲渡した。
        (イ)　Ａは、平成８年夏ころ、経理システムにコンピュータを導入したこ
とを契機に、見積書、請求書等の最下部に「著作件（ママ）についてのお願い：写
真著作物は、法律により保護されています。原則として上記の契約に基ずき、同一
媒体に置ける１回の使用とし、使用済みのオリジナルは、御返却くださ
い。Copy-right by ART FAKE co.,ltd」（「著作件」との文言は「著作権」の誤記
と認められる。）と、極めて小さな文字（縦横が１㎜強程度）で１行にて記載する
ようにした。そして、Ａは、被告ウエイブに対し、この記載があるＢ５版の見積書
を送付したが、当初は、見積書等にそのような記載を付記するようにしたことと
か、Ａの撮影した写真は同一媒体における１回のみの使用とすることや、使用済み
のオリジナル（ポジフィルム）を返却することについて、明確に要請しなかったた
め、被告ウエイブは見積書に上記記載があることに気付かなかった。
        (ウ)　Ａは、平成１０年夏ころ、Ｄに対し、本件カタログ用の写真につい
て、過去の年度のものを継続して使用する場合は、別途使用料をもらいたい旨の申
入れをし、その際、請求書、見積書等の下部にその旨の付記をしていると述べた。
          　Ｄは、Ａに対し、そのような請求をするのであれば、契約書を作成
し、条件を明確にした上で仕事を発注しないと、もう仕事をお願いするのは難しい
と述べた。これに対しＡは、請求書や見積書の上記付記内容はあくまで「原則とし
て」のものであって、その内容どおりの条件に固執するものではないことを述べ、
その後も、原告と被告ウエイブとの間のカタログ写真の撮影業務は、従前どおり継
続された。
          　なお、Ａは、その後、本件訴訟提起（平成１３年８月２０日）に至る
まで、被告ウエイブ又は被告ゼットに対し、上記のような申入れをしたことはなか



った。
        (エ)　上記(ア)～(ウ)によれば、原告は、平成１０年夏ころ、被告ウエイ
ブに再使用料の申入れをするまでは、同被告に対し、再使用料の支払請求と通常人
が理解し得るような態様で該申入れを行ったことはなく、被告ウエイブは、平成１
０年ころ、原告から再使用料の支払請求を受けた時、これを受け入れるような言
辞、態度を示したこともなかったというべきである。
      ウ　以上の事実によれば、被告ウエイブは、Ａに対し、本件写真は次年度版
カタログ（「ゼットベースボールカタログ」のほか、その一部の分冊ないし一部を
編集した分冊である「レプリカユニホームカタログ」、「ユニホームカタログ」、
「グランドコートカタログ」を含む。）にも用いることがあることを前提として本
件写真撮影の仕事を依頼し、Ａは、本件写真が複数回使用されるものであることを
認識し、本件写真の使用を当該年度のみの１回に限って欲しいなどと要請すること
なく、本件写真撮影の仕事を受注し、その後も被告ウエイブとＡとの間で、本件写
真の複数回使用を前提として撮影業務が続けられ、撮影料が支払われていったので
あり、写真についても、当該年度のカタログ作成後も被告ウエイブがポジフィルム
をすべて管理し、Ａに返還していないのであるから、被告ウエイブとＡとの本件写
真撮影の契約は、次年度版以降の本件カタログにも使用することを前提とするもの
であったというべきである。
        　そして、原告は、被告ウエイブに対し、平成８年夏ころから、本件写真
の使用は同一媒体における１回のみの使用とすることや、使用済みのオリジナル
（ポジフィルム）を返却すること等の要請を見積書、請求書等の下部に極めて小さ
く記載して送付しているが、このような記載は、文面を相当注意して見ないと気付
かないようなものであり、通常人が写真の再使用料の支払請求をしていると理解で
きる態様でないにもかかわらず、原告はそうした記載の趣旨を何ら説明していない
から、このような一見して気付かないような記載をしたことをもって、原告が、被
告ウエイブに対し、同一媒体における１回のみの使用に限定するように上記の契約
内容を変更する旨の申入れをしたとすることはできない。
        　また、Ａは、平成１０年夏ころに、Ｄに対し、本件写真を次年度版以降
のカタログに使用する場合には、別途使用料をもらいたいとの申入れをしている
が、被告ウエイブ代表者のＤがこれを受け入れるような言辞、態度を示さず、暗に
発注の見直しを示唆するような態度を示したことから、Ａは、上記の契約内容の変
更に当たる上記の申入れに固執することなく、従前どおり本件写真の撮影業務を継
続したものであり、結局、Ａは、平成１０年夏ころ以後も、次年度版以降の本件カ
タログにも使用することを前提とする契約のもとで、本件写真の撮影を継続したも
のというべきである。
        　なお、被告らは、原告から本件写真の著作権を譲り受けたとも主張する
が、上記認定の事実によっても当該事実を認めるには足りず、その他、被告らが原
告から本件写真の著作権を譲り受けたことを認めるに足りる証拠はない。
    (2)ア　原告は、Ａが、平成４年ころ、正栄堂の従業員であったＢとの間で、撮
影社員についてはカタログに１回掲載するのみの使用であることを明確に合意した
と主張し、原告代表者尋問中にこれに沿う供述部分があるが、同供述は具体性に欠
ける上、その他に当該合意を裏付ける証拠がないから、当該供述部分を採用するこ
とはできない。
      イ　また、原告は、本件写真に係るポジフィルムをすべて被告ウエイブに交
付したものではないと主張する。そして、原告はＡが保管しているポジフィルムの
写しを証拠（甲９）として提出し、原告代表者尋問中には、Ａが撮影したフィルム
のうち約３分の１（３枚に１枚程度）は自分で持っているとの供述部分がある。
        　しかしながら、上記のとおり、原告は、実際にカタログに掲載する写真
は、通常１商品につき１ロール（３５㎜、３６枚）のポジフィルムを用いて撮影し
ていたから、３枚に１枚程度を自分で持っているのであれば、１ロールのポジフィ
ルムの一部を切ってその残りを被告ウエイブに交付することになるが、被告ウエイ
ブが１ロールの一部のポジフィルムをＡから受け取ったという事実があったことを
認めるに足りる証拠はない。本件カタログに掲載する写真の選択は、すべて被告ゼ
ットの担当者ないしデザイナーが行っていたから、原告が、本件カタログに掲載す
る写真のポジフィルムのうちの３分の１程度を保管用に抜き出して、その残りを交
付するというＡの供述自体、不自然な内容である。
        　したがって、原告本人尋問中の上記供述部分を採用することはできな
い。



      ウ(ア)　さらに、原告は、被告ウエイブからニットユニオンのカタログに写
真を複数回使用したことについて別途使用料の支払を受けたことがあると主張す
る。
        (イ)　この点に関し、証拠（甲２の１～４、乙４・５、乙６の１～５、１
０、原告代表者、被告ウエイブ代表者）によれば、次の事実が認められる。
          ａ　被告ウエイブは、平成４年末ころ、ヒットユニオンの総合カタロ
グ「Wilson 1993 Spring & Summer Collection」のカタログ用写真の撮影を原告に
依頼し、その撮影料として、平成４年１２月２０日に１００万円（消費税別）、平
成５年１月２０日に１５０万円（消費税別）を支払った。その後、同総合カタログ
からテニスウエアのカタログ部分（乙４の１９頁以下）のみを抜粋した分冊であ
る「Wilson 1993 Spring & Summer Tennis Wear Collection」を制作することとな
り、被告ウエイブは、上記分冊の１～２頁部分の写真（コンクリートパネルにテニ
スネット、テニスウエア、テニスボールを配したもの）の撮影を新たに原告に依頼
したところ、平成５年２月２０日、原告からその撮影料として３１万円、コンクリ
ートパネル代６万５０００円、テニスネット代２万５０００円、スタジオ雑費２万
円の合計４２万円（消費税別）の請求を受け、これを支払った。
            　なお、被告ウエイブが上記分冊の１～２頁部分の撮影料として支払
った３１万円は、通常の撮影料と比較すると高額であるが、それは、Ａから、上記
写真撮影のための背景の設営等に１日以上の時間を要したため、この程度の撮影料
を支払って欲しいとの申入れがあったことから、被告ウエイブがヒットユニオンの
了解を得て、撮影料として高額ではあったが上記のとおり３１万円を支払うことに
したためである。
          ｂ　また、被告ウエイブは、原告に対し、ヒットユニオンのカタログ用
写真を雑誌広告用写真に使用したことの料金として８万円を支払った。
        (ウ)　上記事実によれば、被告ウエイブは、ヒットユニオンのカタログ用
写真を雑誌広告用写真に使用したことの料金を別途支払ったことや、カタログの分
冊を制作する際に新たに撮影した写真の撮影料を支払ったことは認められるもの
の、被告ウエイブがヒットユニオンのカタログに写真を複数回使用したことについ
て別途使用料を支払ったとの原告主張の事実を裏付けるものではなく、他にこれを
認めるに足りる証拠もない。
      エ　原告は、出版広告等の業界では写真の継続反復使用について極めて慎重
であり、特にモデルを用いた写真についてはモデルの肖像権の問題とも関連し業界
慣行としても１度限りの使用が常識的であると主張する。
        　甲８によれば、モデルクラブの業界団体である日本モデルエージェンシ
ー協会は、モデルを撮影した写真等は、事前に期間や媒体について相談を受けない
限り、「１媒体を通常の１クール・３か月以内、又は１回のみの使用」に限定する
旨のルールを定めていることが認められる。
        　しかし、モデルの肖像権保護の要請からその写真を原則として１度しか
使用できないことをモデルクラブの業界団体が定めているとしても、そのことから
直ちに、原告と被告ウエイブとの間において、本件写真を次年度版以降のカタログ
に掲載することが許されないと解さなければならないものではない。また、原告及
び被告ウエイブの各代表者本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、本件写真
撮影においてモデル派遣を依頼したモデルクラブは、原告及び被告ウエイブに対
し、次年度版以降のカタログにモデル写真を掲載していることについて苦情を申し
入れてはおらず、被告ウエイブが当該モデルクラブに確認したところ、次年度版以
降のカタログにモデル写真を掲載することは問題がないとの回答を得ていることが
認められる。
        　また、原告が主張するように、出版広告等の業界では写真の継続反復使
用について極めて慎重であるとしても、複数年度のカタログに同じ商品写真を掲載
することが予定されているようなカタログ掲載用の写真撮影を依頼した場合に、カ
タログに掲載した年度ごとに別途写真使用料を支払うような業界慣行があることを
認めるに足りる証拠もない。
    (3)　そうすると、原告と被告ウエイブとの間における本件カタログ用写真の撮
影契約は、本件写真を次年度版以降の本件カタログにも使用することを前提とする
ものであり、本件写真はそうした契約条件に基づいて撮影されたものであるから、
被告ウエイブ及び被告ゼットが本件写真を次年度版以降の本件カタログに掲載した
ことは原告の本件写真の著作権（複製権）を侵害するものとはいえない。
  ３　よって、原告の請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないか



ら、主文のとおり判決する。
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